
――― 1819 ――― 市民の交通の権利とステークホルダーの協働――熊本市のバス交通網の再編と公共交通基本条例

人びとの暮らしと地域公共交通特
集

　﹁
交
通
権
﹂
か
ら
四
〇
年
、
熊
本
の
第
三
セ
ク
タ
ー
で
の

　
　
線
路
存
続
と
熊
本
市
公
共
交
通
基
本
条
例

　

熊
本
で
の
「
公
共
交
通
と
交
通
権
」
の
関
係
で
語
る
べ
き
二
つ
の
こ
と

が
あ
る
。
こ
れ
は
全
国
的
に
見
て
も
留
意
す
べ
き
エ
ポ
ッ
ク
メ
ー
キ
ン
グ

な
出
来
事
で
あ
っ
た
。

　

第
一
は
、
国
鉄
分
割
・
民
営
化
に
よ
る
赤
字
ロ
ー
カ
ル
線
切
り
捨
て
に

対
し
て
、
公
共
交
通
再
生
の
キ
ー
概
念
と
し
て
提
起
さ
れ
た
「
交
通
権
」

「
交
通
福
祉
」
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
、
高
森
線
、
湯
前
線
を
第
三
セ
ク
タ

ー
で
維
持
・
再
生
さ
せ
る
自
治
体
と
連
携
し
た
住
民
運
動
に
国
労
関
係
者

が
参
加
し
、
南
阿
蘇
鉄
道
、
く
ま
川
鉄
道
、
と
し
て
存
続
さ
せ
た
こ
と
で

あ
る
。

　

第
二
は
、
現
代
の
バ
ス
事
業
者
の
経
営
危
機
の
中
で
バ
ス
網
再
編
を
め

ざ
し
て
「
交
通
権
」
を
盛
り
込
ん
だ
熊
本
市
公
共
交
通
基
本
条
例
を
制
定

し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、そ
れ
ま
で
の
熊
本
の
「
交
通
権
」「
交
通
福

祉
」
の
実
践
を
踏
ま
え
た
熊
本
市
の
公
共
交
通
問
題
へ
の
市
民
・
労
働
者

の
取
り
組
み
の
成
果
で
あ
っ
た
。

　
「
交
通
権
」
は
、九
州
で
は
九
州
ブ
ロ
ッ
ク
住
民
会
議
（
一
九
八
二
年
）

の
研
究
会
で
提
起
さ
れ
、「
交
通
権
」「
交
通
福
祉
」
と
し
て
議
論
さ
れ
、報

告
書
で
そ
の
実
現
に
向
け
た
住
民
参
加
の
あ
り
方
が
提
起
さ
れ
た
。

　
「
交
通
権
」は
現
代
生
活
に
と
っ
て
不
可
欠
な
移
動
の
生
活
手
段
で
生
存

権
の
一
部
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
国
が
保
障
す
る
義

務
を
社
会
福
祉
の
観
点
か
ら
「
交
通
福
祉
」
と
規
定
し
た
。
当
時
す
で
に

モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
で
と
く
に
過
疎
地
域
で
は
マ
イ
カ
ー
が
増

人
び
と
の
暮
ら
し
と
地
域
公
共
交
通

市
民
の
交
通
の
権
利
と

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
協
働

―
―
熊
本
市
の
バ
ス
交
通
網
の
再
編
と
公
共
交
通
基
本
条
例

全
国
初
の
﹁
公
共
交
通
基
本
条
例
﹂
を
制
定
し
た
熊
本
市
。

﹁
交
通
権
﹂﹁
交
通
福
祉
﹂
の
実
践
を
め
ざ
し
た
取
り
組
み
を
通
じ
て
、

地
域
の
公
共
交
通
の
あ
り
方
を
考
え
る
。

熊
本
学
園
大
学
名
誉
教
授

坂
本
　正

さ
か
も
と
・
た
だ
し

一
九
四
八
年
岡
山
県
生
ま
れ
。
九
州
大
学
大
学
院
博
士
課
程
修
了
。
経
済
学
博
士
。
熊
本
学
園
大
学
学

長
（
二
〇
〇
二
年
～
二
〇
一
〇
年
）。
日
本
金
融
学
会
理
事
、
常
任
理
事
、
会
長
特
命
理
事
、
他
三
つ

の
金
融
・
証
券
・
信
用
関
係
学
会
理
事
、
熊
本
市
に
お
け
る
バ
ス
交
通
の
あ
り
か
た
検
討
協
議
会
会
長
、

熊
本
市
公
共
交
通
協
議
会
会
長
な
ど
を
歴
任
。
熊
本
県
地
方
自
治
研
究
セ
ン
タ
ー
理
事
長
、
国
民
の
足

を
守
る
熊
本
県
民
会
議
会
長
。
著
書
に
『
金
融
革
新
の
源
流
』（
文
眞
堂
、
一
九
九
七
年
）、『
サ
ブ
プ

ラ
イ
ム
金
融
危
機
と
国
家
市
場
経
済
』（
蒼
天
社
出
版
、
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
多
数
。

加
し
て
バ
ス
や
鉄
道
と
い
っ
た
住
民
の
足
と
し
て
の
公
共
交
通
が
衰
退
す

る
と
、
公
共
交
通
に
頼
っ
て
い
た
人
た
ち
は
移
動
の
足
を
奪
わ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
日
常
生
活
を
円
滑
に
す
す
め
る
権
利
が
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

こ
と
が
危
惧
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
れ
は
現
代
で
も
共
通
の
大
問
題
で
、
当
時
国
鉄
分
割
・
民
営
化
の
流

れ
は
国
鉄
の
赤
字
ロ
ー
カ
ル
線
を
バ
ス
に
転
換
す
る
か
、
そ
れ
と
も
廃
線

に
す
る
か
、
を
迫
っ
て
い
た
。
バ
ス
転
換
と
言
っ
て
も
過
疎
地
域
で
は
バ

ス
も
赤
字
で
廃
止
が
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い
た
。
坂
本
は
こ
の
観
点
か
ら
公

共
交
通
を
「
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
過
度
の
進
行
の
も
と
で
マ
イ
カ
ー

利
用
か
ら
は
排
除
さ
れ
る
交
通
弱
者
（
老
人
や
子
供
、
身
体
し
ょ
う
が
い

者
、
生
活
困
窮
者
）
に
対
し
て
交
通
権
を
保
障
す
る
の
が
公
共
交
通
の
役

割
で
あ
り
、
そ
の
責
任
は
、
国
、
地
方
自
治
体
の
行
政
当
局
が
負
う
べ
き

も
の
な
の
で
あ
る
」
と
し
た
。

　

交
通
弱
者
と
い
う
言
葉
は
普
及
し
一
般
化
し
た
が
、
交
通
弱
者
の
移
動

の
権
利
を
保
障
す
る
の
が
「
交
通
権
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
よ

う
に
、
バ
ス
や
電
車
や
鉄
道
を
組
み
合
わ
せ
て
利
便
性
の
高
い
公
共
交
通

シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る
の
が
国
や
自
治
体
の
責
務
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
「
交
通
権
」
を
保
障
す
る
の
が
「
交
通
福
祉
」
で
、
研
究
会
で
は
「
交

通
権
」
と
「
交
通
福
祉
」
を
セ
ッ
ト
で
議
論
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
交
通
権
」
と
「
交
通
福
祉
」
は
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
交
通
弱
者
救
済

の
理
論
装
置
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
こ
の
観
点
か
ら
過
疎
地
の
公
共
交
通

の
あ
り
方
と
そ
れ
を
残
す
た
め
に
住
民
参
加
の
方
法
論
が
議
論
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
九
州
各
県
の
事
例
研
究
は
主
と
し
て
バ
ス
路
線
の
切
り
捨
て

と
公
共
交
通
と
し
て
の
バ
ス
網
の
危
機
的
状
況
の
報
告
で
、
ロ
ー
カ
ル
線

存
続
の
あ
り
方
と
し
て
第
三
セ
ク
タ
ー
の
問
題
点
を
指
摘
し
つ
つ
、
第
三

セ
ク
タ
ー
で
の
ロ
ー
カ
ル
線
の
維
持
・
再
生
の
可
能
性
を
論
じ
た
の
は
坂

本
だ
け
で
あ
っ
た＊
１

。
当
時
国
鉄
分
割
・
民
営
化
問
題
で
の
ロ
ー
カ
ル
線
切

り
捨
て
政
策
に
対
す
る
対
案
は
あ
く
ま
で
も
国
鉄
で
の
ロ
ー
カ
ル
線
の
維

持
で
あ
っ
た
か
ら
、
第
三
セ
ク
タ
ー
論
は
論
外
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ

が
、
熊
本
で
は
自
治
体
と
連
携
し
て
国
労
関
係
者
が
住
民
運
動
に
参
加
し

主
体
的
な
役
割
を
は
た
し
て
そ
れ
を
実
現
し
た
。
そ
の
意
義
は
検
討
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
手
法
は
労
働
運
動
と
住
民
運
動
の
連
携
を
考
え

民
主
主
義
的
手
法
で
公
共
交
通
を
維
持
・
再
生
さ
せ
る
上
で
再
評
価
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
国
鉄
分
割
・
民
営
化
と
い
う
鉄
軌
道
を
中
心
と
し
た
公
共
交
通
再

生
問
題
に
対
し
て
、
二
〇
年
後
の
現
代
の
バ
ス
会
社
の
倒
産
と
バ
ス
網
寸

断
の
危
機
の
中
で
バ
ス
網
の
再
編
を
め
ざ
す
基
軸
概
念
と
な
っ
た
の
が


